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内部統制システムの整備

　当社は、経営の健全性・適切性を確保する観点から、
「内部管理態勢の強化」に取り組んでいます。取締役会に
おいて、保険業法第５３条の１４第４項第６号の規定に基づ
き「内部統制基本方針」を定め、この方針に基づいて、リ

スク管理やコンプライアンス態勢、内部監査機能の充実
を図るとともに、監査役の監査が実効的に行われるため
の体制整備など、内部統制システムが有効に機能するよ
うな取組みを行っています。

内部統制基本方針の概要

　当社は、監査役会設置会社の形態を採用しており、専門
性の高い保険事業における会社業務に精通した取締役が
経営を行い、監査役が独立した機関として取締役の職務
の執行を監査する体制としています。また、執行役員制度
を導入し、経営と執行の分離を図っています。
　さらに、社外取締役、社外監査役を選任するとともに、
コーポレートガバナンス委員会を設置し、「社外の視点」

から経営のチェックを受ける体制としています。
　なお、経営環境の変化に迅速に対応するために、取締役
の任期を1年としています。
　ガバナンスの強化が社会的にも要請されており、今後
ともガバナンスの実効性確保に向けた取組みを行ってま
いります。

取締役会
　会社の重要な業務執行について決定を行うとともに、取締役の
職務の執行を監督します。
　なお、経営の透明性を確保するとともに、専門的な見地から経営
の監督が行われるよう、会社経営者、弁護士、公認会計士からなる
３名の社外取締役を選任しています。

コーポレートガバナンス委員会
　役員・保険計理人の選解任に関する事項、役員・職員・保険計理人
の報酬等に関する事項、および内部統制システムの整備に関する事項
等について、取締役会からの諮問を受け、審議・答申を行っています。
　構成員はすべての社外取締役および会長・社長となっており、
構成員の過半数を社外取締役とし、また委員長を社外取締役とするこ
とで、「社外の視点」を踏まえた審議が行われる体制としています。

経営政策会議
　社長およびその他執行役員を委嘱されている取締役等で構成
され、原則、週に1回開催されます。取締役会で決定した経営の基
本方針に従い、会社の経営戦略ならびに業務執行に関する重要
事項について決議あるいは審議を行います。

監査役(会)
　監査役は、取締役会への出席などにより、取締役の職務の執行
を監査します。
　なお、独立性をより一層確保し、また社外の視点を踏まえた監査
体制とするため、監査役の過半数を社外監査役（3名）としてい
ます。
　監査役会は、監査の方針など監査役の職務の執行に関する事項
を決定します。

当社では、お客さまの信頼にお応えし続けていくという
経営の基本をより強固なものとしていくため、コンプライ

アンス（法令等遵守）を重要な経営課題と捉え、以下の
コンプライアンス推進体制を構築しています。

当社では、生命保険事業を通じて社会公共の福祉に貢
献するという使命を果たすべく、経営の基本理念である
「経営の要旨」ならびに住友生命グループ各社および役職
員一人ひとりが実践していく指針を定めた「住友生命グ
ループ行動憲章」に則り誠実に業務を遂行しています。

さらに、コンプライアンスに関する基本方針を明確化す
るため、その推進に関する基本的事項を定めた「法令等遵
守方針」および「保険募集管理方針」を制定し、これに基づ
きコンプライアンス推進体制を整備しています。

コンプライアンスを重視した企業風土の醸成とその徹
底を図るべく、コンプライアンスに関する基本的な考え方
や個々の業務に関し特に留意すべき事項等をまとめた
「コンプライアンス・マニュアル」および「保険募集コンプ
ライアンス・マニュアル」を策定し、全役職員への配付等

により、徹底を図っています。
コンプライアンスに関する研修を幅広く実施しているほ
か、社内報やＤＶＤ、社内ＬＡＮを活用したコンプライアンス
教育も定期的・継続的に行っています。

コンプライアンスに関する基本方針・規程

コンプライアンスを重視した企業風土の醸成

内部監査体制
　当社では、取締役会で決議された「内部監査方針」におい
て、実効性のある内部監査態勢を整備・確立することを定め
ています。同方針では内部監査の目的を「当社の経営目標
を実現するにあたり、業務の健全性・適切性を確保し、効果
的な目標達成に寄与すること」とし、内部監査を受ける各組
織等から独立した内部監査部門が、内部管理態勢等の適切
性・有効性を検証・評価し、課題・問題点の改善提言・フォロ
ーアップを行っています。
　内部監査は子会社等を含むすべての業務を対象とし、組
織や業務に付随するリスクを評価したうえで、内部監査計
画を策定しています。
　本社部門に対しては、保険引受リスクや資産運用リスク
等の各リスク管理態勢や保険金等の支払管理態勢、コンプ
ライアンスへの取組み等についてその適切性や有効性を検
証するとともに、事務管理・システム管理・お客さま情報管
理等の状況を確認しています。

　また、保険営業・保険事務の拠点である支社並びに保険
募集代理店に対しては、保険営業面でのコンプライアンス
の状況、お客さま対応の状況および保険事務の適切性等の
検証を目的とした内部監査を実施しています。

　内部監査部門は内部監査結果を社長、経営政策会議およ
び取締役会に定期的に報告し、指示を受ける体制としてい
ます。また、内部監査で明らかになった課題や問題点につい
て、関係部門に対し改善勧告や提言を行うことでその解決
を図り、内部管理態勢の水準向上に努めています。
　また、監査役、監査法人、コンプライアンス統括部やリス
ク管理部署等との定期的な情報交換や意見交換を実施し
ているほか、会社各組織からの資料取寄せやヒアリング等
の実施によるオフサイトモニタリング体制を構築するなど、
内部監査態勢の充実・強化に向けた取組みを行っています。

主な機関の役割

（前文）
当社は、経営の根本精神を表した企業理念である「経営の要旨」を頂点とし、
「経営の要旨」に示された当社の普遍的な使命をＣＳＲの視点から再整理した
「ＣＳＲ経営方針」、および中長期的に実現すべき顧客視点から見た会社のめ
ざすべき姿を示す「住友生命ブランドビジョン」を経営方針としている。

これらによって構成される経営方針に則り、業務の健全性および適切性の確保
に向けた内部統制システムの整備に係る基本方針として、保険業法第53条
の14第4項第6号の規定に基づき取締役会が本方針を定め、役職員に対し
て周知徹底を図るとともに法令に基づく開示を行う。
当社は、本方針に則って内部統制システムを整備するとともに、取締役会にお
いてその実効性を検証し、必要な改善を図ることとする。

上記の前文とともに、以下の各項目について方針を定めています。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保
するための体制
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
5.相互会社およびその実質子会社から成る企業集団における業務の適正を確
保するための体制

6.顧客保護が図られることを確保するための体制
7.内部監査の実効性を確保するための体制
8.監査役の職務を補助すべき使用人およびその独立性に関する事項
9.取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報
告に関する体制

10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（前文）
　当社は、経営の根本精神を表した企業理念である「経営の要旨」を頂点とし、「経営の要旨」に示された当社の普遍的な
使命をＣＳＲの視点から再整理した「ＣＳＲ経営方針」、および中長期的に実現すべき顧客視点から見た会社のめざすべき姿
を示す「住友生命ブランドビジョン」を経営方針としている。
　これらによって構成される経営方針に則り、業務の健全性および適切性の確保に向けた内部統制システムの整備に係
る基本方針として、保険業法第53条の14第4項第6号の規定に基づき取締役会が本方針を定め、役職員に対して周知徹
底を図るとともに法令に基づく開示を行う。
　当社は、本方針に則って内部統制システムを整備するとともに、取締役会においてその実効性を検証し、必要な改善を
図ることとする。

　上記の前文とともに、以下の各項目について方針を定めています。

　　1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
　　2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　　3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　　4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　　5. 相互会社およびその実質子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　　6. 顧客保護が図られることを確保するための体制
　　7. 内部監査の実効性を確保するための体制
　　8. 監査役の職務を補助すべき使用人およびその独立性に関する事項
　　9. 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
　　10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

コンプライアンスへの取組み
コンプライアンス（法令等遵守）の基本認識
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